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(57)【要約】
【課題】　本発明は、屋外の風をうまくとりいれて効率
的な屋内換気を行える換気方立を提供することにある。
【解決手段】　左右の壁体Ｗを連結する中空の方立本体
部１と、壁体Ｗより屋外側に張り出し且つ方立本体部１
と連通する中空の屋外側張出部２とを備え、屋外側張出
部２は、左右方向の一側面にのみ外気取入口７を有し、
方立本体部１は、屋内側に開口する通風口８と、外気流
入量調整板３とを有し、外気流入量調整板３が外気の流
入がないときに流路Ｓを全開するように付勢してあるこ
とを特徴とする。
【選択図】　　　図１（ａ）（ｂ）
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右の壁体を連結する中空の方立本体部と、壁体より屋外側に張り出し且つ方立本体部
と連通する中空の屋外側張出部とを備え、屋外側張出部は、左右方向の一側面にのみ外気
取入口を有し、方立本体部は、屋内側に開口する通風口と、外気流入量調整板とを有し、
外気流入量調整板が外気の流入がないときに流路を全開するように付勢してあることを特
徴とする換気方立。
【請求項２】
　屋外側張出部の一側面は、張出方向に向かうに従って他側面に寄る方に傾斜してあるこ
とを特徴とする請求項１記載の換気方立。
【請求項３】
　外気取入口は、一側面に間隔をあけて屋外側に突出し且つ上下に延びる複数の風誘導突
条の間に設けてあることを特徴とする請求項２記載の換気方立。
【請求項４】
　屋外側張出部は、一側面構成部材と他側面構成部材と外気誘導部材とからなり、外気誘
導部材は、他側面構成部材の内側の外気取入口と対向する位置にあり且つ方立本体部に向
かうに従って広がる傾斜面を有していることを特徴とする請求項１、２又は３記載の換気
方立。
【請求項５】
　外気流入量調整板は、基端部を方立本体部内の他側面側に上下方向の軸により回動自在
に軸着してあり、通風口を全開したときに先端部が屋外側を向くと共に両端部間に位置す
る受風部と方立本体部他側面の内側との間に隙間が形成されることを特徴とする請求項１
、２、３又は４記載の換気方立。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋内換気のできる換気方立に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００６－１８９１７４に開示される換気装置のように、建物壁面の屋外側に外気
取入口を配置し、屋内側には外気取入口と連通した通風口を有するものが知られている。
また、換気装置の内部には羽根状をなす外気流入量調整板が開閉可能に軸着してあり、普
段は屋外側に付勢されて外気流入量調整板が開いた状態にあって通風口を開放して屋内に
風を取り入れる構成となっている。また、外気取入口から吹き込む風が一定以上に強まる
と、外気流入量調整板が付勢に逆らって屋内側に回動して通風口を閉塞し、屋内への風の
吹き込みを止める。
【特許文献１】特開２００６－１８９１７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１のものは、壁体の屋外側面に吹き付ける風を正面から受ける位置に外気取入
口を設けてあるため、壁体の屋外側面に沿って流れる横風をとらえることができない上に
、風が弱いときには、風を受ける壁とは反対側面に排気口がなければ屋内に入りにくくな
り、風を効率的に屋内に取り込めない不都合があった。このことから、横風をうまくとら
えて屋内に効率的に取り込めるものが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の請求項１記載の発明は、左右の壁体を連結する中空の方立本体部と、壁体より
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屋外側に張り出し且つ方立本体部と連通する中空の屋外側張出部とを備え、屋外側張出部
は、左右方向の一側面にのみ外気取入口を有し、方立本体部は、屋内側に開口する通風口
と、外気流入量調整板とを有し、外気流入量調整板が外気の流入がないときに流路を全開
するように付勢してあることを特徴とする。
【０００５】
　本発明の請求項２記載の発明では、屋外側張出部の一側面は、張出方向に向かうに従っ
て他側面に寄る方に傾斜してあることを特徴とする。
【０００６】
　本発明の請求項３記載の発明では、外気取入口は、一側面に間隔をあけて屋外側に突出
し且つ上下に延びる複数の風誘導突条の間に設けてあることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の請求項４記載の発明では、屋外側張出部は、一側面構成部材と他側面構成部材
と外気誘導部材とからなり、外気誘導部材は、他側面構成部材の内側の外気取入口と対向
する位置にあり且つ方立本体部に向かうに従って広がる傾斜面を有していることを特徴と
する。
【０００８】
　本発明の請求項５記載の発明では、外気流入量調整板は、基端部を方立本体部内の他側
面側に上下方向の軸により回動自在に軸着してあり、全開状態で先端部が屋外側を向くと
共に両端部間に位置する受風部と方立本体部他側面の内側との間に隙間が形成されること
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のうち請求項１記載の発明によれば、建物壁面から屋外側に張り出す屋外側張出
部を有すると共に、屋外側張出部の一側面に設けてある外気取入口から建物壁面に沿って
流れる風を屋内に受け入れることができるので、従来のように、壁体の正面側から吹き付
ける風を取り入れるよりも風をとらえやすくなり、外気を屋内に取り込みやすくなる。ま
た、方立は上下に長いことから、外気取入口を上下に長く設けることが可能であり、これ
によって壁体壁面に沿って流れる風を広い範囲でとらえることができる。
【００１０】
　本発明のうち請求項２記載の発明によれば、屋外側張出部の一側面が突出方向に向かう
に従って他側面側に傾斜しているので、外気取入口では、建物壁面に沿って流れる風と建
物壁面の正面に吹きつける風の両方を取り入れることができる。
【００１１】
　本発明のうち請求項３記載の発明によれば、風誘導突条の間に外気取入口が配置してあ
ることで、外気取入口に吹き込む風を整流して屋内側に効率的に誘導できると共に、風誘
導突条が壁体の屋外側正面から見たときの死角を形成するので外気取入口を通して建物の
中が見えなくなり、建物外観を損ねることなく、しかも、プライバシーの保護も図れる。
【００１２】
　本発明のうち請求項４記載の発明によれば、屋外側張出部が一側面構成部材と他側面構
成部材と外気誘導部材とから構成してあるので、屋外側張出部の組み立てや加工が容易と
なる。しかも、各々の構成部材を種々あるものから自在に組み合わせれば、建物外観との
マッチングや顧客の好みに合わせたバリエーションに富む換気方立を提供できる。
【００１３】
　本発明のうち請求項５記載の発明によれば、外気流入量調整板が方立本体部内の他側面
に軸着して通風口を全開したときに先端部が屋外側を向くと共に方立本体部他側面の内側
との間に隙間が形成されるようにしたことにより、外気取入口から吹き込んだ風を、外気
流入量調整板と方立本体部他側面の内側とに囲まれた箇所に誘導することから、これによ
り確実に外気流入量調整板を回動して通風口を閉塞できる。従って、外気流入量調整板が
感度良く開閉するので、結果として方立本体部内の流路の幅を狭くできることから、換気
方立を小さく形成できる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、図面に基づいて本実施による換気方立を説明する。
　図１（ａ）（ｂ）は、本実施による換気方立の横断面図であり、（ａ）は、屋外の風を
取り入れたときの状態を示し、（ｂ）は、強い風が吹き込んだときの外気流入量調整板の
作動を示すものである。図２（ａ）は、本実施による換気方立の屋外側正面から見た正面
図であり、（ｂ）は、本実施による換気方立を縦断面した側面図であり、（ｃ）は、本実
施による換気方立の通風口の設けてある側を見た図である。図３は、本発明による換気方
立の他の実施形態を示す横断面図である。図４（ａ）（ｂ）（ｃ）は、本発明による換気
方立を構成する屋外側張出部の他の実施形態を示す横断面図である。
【００１５】
　本実施による換気方立は、図１（ａ）（ｂ）と図２（ａ）（ｂ）（ｃ）を参照すれば、
建物壁面を構成している左右の壁体Ｗを連結する方立本体部１と、方立本体部１と連通し
且つ屋外側に張り出す屋外側張出部２と、方立本体部１内の他側面に上下方向の軸で回動
自在な外気流入量調整板３とから構成するものである。まず、方立本体部１は、図１（ａ
）（ｂ）のように、壁体Ｗを屋内外方向に連通する風の流路Ｓを略中央に有した縦長で且
つ矩形筒型形状をなすものである。また、方立本体部１の両側外周面に左右の壁体Ｗの突
き合わせ側端面との係合部１２を有しており（図１（ａ）参照）、これにより左右の壁体
Ｗを連結している。さらに、方立本体部１には、後述するが外気流入量調整板３の軸着し
てある箇所よりも屋内側に位置する箇所に通風口８を有している（図２（ｂ）参照）。
【００１６】
　屋外側張出部２は、図１（ａ）（ｂ）のように、前述した方立本体部１内と連通すると
共に、方立本体部１から屋外側に張り出しており、また、左右の壁体Ｗからも屋外側に張
り出して設けてある。さらに、屋外側張出部２は、一側面構成部材（一側面）４と他側面
構成部材（他側面）５と、他側面構成部材５内側の外気取入口７と対向する位置にある外
気誘導部材６とから構成してある。そして、一側面構成部材４には図２（ｃ）のように、
一側面構成部材４に間隔をあけて屋外側に突出して上下に延びる複数の風誘導突条１１の
間に外気取入口７が設けてあり、これにより、外気取入口７を通過する風は、風誘導突条
１１により整流されて屋内側に吹き込むことになる。さらに、一側面構成部材４は、屋外
側張出部２の張出方向に向かうに従って他側面構成部材５に寄る方に傾斜しており、これ
により、左右の壁体Ｗに沿って吹き込む横風と左右の壁体Ｗの正面から吹き込む風の両方
を外気取入口７から取り入れることができる。他側面構成部材５は、前述した一側面構成
部材４と略左右対称形状をなしており、平面視したときには、屋外側張出部２が屋外側端
部を頂点とする略山形をなすように形成してある。外気誘導部材６は、前述した他側面構
成部材５の傾斜と平行して内側に位置し、外気取入口７から吹き込んだ横風がその外気誘
導部材６の内側の傾斜に沿って流路Ｓに流れるように形成してある。
　尚、一側面構成部材４と他側面構成部材５と外気誘導部材６とは、それぞれが係止部１
３ａ、１３ｂ同士を係止することで屋外側張出部２を構成するものであり、また、係止部
１３ａ、１３ｂ同士の係止状態を解除すれば分割できるように形成してある。
【００１７】
　外気流入量調整板３は、羽根型をなすもので、基端部３ｃを方立本体部１内の他側面に
上下方向の軸９を中心に開閉自在に取り付けてあると共に、図示は省略するが板ばねによ
り屋外側に付勢するように取り付けてある。また、外気流入量調整板３は、外気取入口７
から無風、あるいは微風が吹き込むような状態のときには、外気流入量調整板３が回動せ
ずに方立本体部１内の略中央位置に先端部３ａが位置するように軸着してある。このよう
にしてあるのは、図１（ｂ）のように、強風時、外気取入口７から吹き込んだ風が屋外側
張出部２内を経て方立本体部１内を経由するものであるが、風が他側面に沿って集中的に
屋内側に流れ込むためであり、その風を外気流入量調整板３の受風部３ｂと方立本体部１
内の他側面５との間の略Ｖ字状をなす空隙部分Ｒでとらえ、これにより付勢力に逆らって
屋内側に回動して通風口８を閉塞するように形成してある。また、外気流入量調整板３の
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先端部３ａは、外気取入口７に無風、あるいは微風が吹き込むような状態のときには、方
立本体部１内で屋外側を向くように位置している。これは、前述したように外気取入口７
から吹き込んだ横風が流路Ｓの他側面５に寄る側に集中して流れ込むことから、外気流入
量調整板３の開く角度が狭くても充分に空隙部分Ｒで風をとらえることができるためであ
り、さらに、外気流入量調整板３が開く角度が狭くても作動することにより、方立本体部
１の左右の幅を狭くできて換気方立を小さく形成できる効果もある。
【００１８】
　また、本発明の換気方立は、前述した実施形態に限るものではなく、例えば、図３に示
すように、方立本体部１の屋内側に張り出して、その流路Ｓの他側面５に通風口８を有す
る屋内側張出部１０を設けてあるものでよい。さらに、屋外側張出部２についても、前述
した実施形態に限るものではなく、例えば、図４（ａ）（ｂ）（ｃ）のように、具体的に
（ａ）のものは、一側面構成部材４に外気取入口７のみを設けるタイプであり、（ｂ）は
、一側面構成部材４を垂直にして他側面構成部材５を角型にすることで、外気取入口７が
左右の壁体Ｗの屋外側正面から見たときに完全に隠れてしまうタイプであり、（ｃ）は、
一側面構成部材４の形状を異ならせたタイプであり、このように形状の異なる一側面構成
部材４と他側面構成部材５と外気誘導部材６を組み合わせて屋外側張出部２を構成するこ
とで、建物外観との調和などを図り、様々なバリエーションのものを提供することもでき
る。また、本実施のものでは、屋外側張出部２を構成する一側面構成部材４と他側面構成
部材５と外気誘導部材６が分割可能に構成してあるものについて示したが、一体的に形成
してあってもよい。さらに、屋外側張出部２の一側面構成部材４には、風誘導突条１１を
設けていなくても、左右の壁体Ｗに沿う方向に外気取入口７を設けるのみでも効率的に空
気を取り込むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１（ａ）（ｂ）】本実施による換気方立の横断面図であり、（ａ）は、屋外の風を取
り入れたときの状態を示し、（ｂ）は、強い風が吹き込んだときの外気流入量調整板の作
動を示すものである。
【図２（ａ）（ｂ）（ｃ）】（ａ）は、本実施による換気方立の屋外側正面から見た正面
図であり、（ｂ）は、本実施による換気方立を縦断面した側面図であり、（ｃ）は、本実
施による換気方立の通風口の設けてある側を見た図である。
【図３】本発明による換気方立の他の実施形態を示す横断面図である。
【図４（ａ）（ｂ）（ｃ）】（ａ）（ｂ）（ｃ）は、本発明による換気方立を構成する屋
外側張出部の他の実施形態を示す横断面図である。
【符号の説明】
【００２０】
　　１　方立本体部
　　２　屋外側張出部
　　３　外気流入量調整板
　　３ａ　先端部
　　３ｂ　受風部
　　３ｃ　基端部
　　４　一側面構成部材（一側面）
　　５　他側面構成部材（他側面）
　　６　外気誘導部材
　　７　外気取入口
　　８　通風口
　　１１　風誘導突条
　　Ｗ　壁体
　　Ｓ　流路
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【図１（ａ）（ｂ）】 【図２（ａ）（ｂ）（ｃ）】

【図３】 【図４（ａ）（ｂ）（ｃ）】
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